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小規模事業者持続化補助金

サービス等生産性向上 IT 導入支援事業補助金

国の企業支援制度のご案内

　令和元年度補正予算において「小規模事業者持続化補助金」が措置されています。

　この補助金は、小規模事業者等が商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む地道な販路開拓

を支援するもので、同取り組みに要する経費の一部が助成されます。

顧客層に合せてトイレを
洋式に造り替えたい

店舗内の商品
陳列を改良し

たい

商品パッケージを改善したい
新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい

ホームページをつくりたい
商談会に参加したい

新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい

このような販路開拓への取組みを商工会が応援します

　自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、生産性の向上を図るべく、IT 導入支援事業者が登録す

る IT ツール（ソフトウエア、サービス等）を導入する事業者に対して、その事業費等の経費の一部を助成します。

（IT 導入支援事業者とは、事業者に対して IT ツールの説明、運用方法の相談、補助金の交付申請等の各種申請・

手続きのサポートを行う事業者です。この補助金は、IT 導入支援事業者が提供し、かつ本事業において登録さ

れた IT ツールのみが補助対象となります。詳しくはお近くの商工会にお問い合わせください。）

対象経費 ソフトウェア、導入関連経費等

補助率等
1/2 以内　　【Ａ類型】補助下限 30 万円　～　補助上限 150 万円未満
　　　　　　 【Ｂ類型】　   〃 　150 万円　～　　　〃 　450 万円未満（1 次は公募なし）
2/3 以内　　【C 類型】　   〃   　30 万円　～　　　〃 　450 万円未満（1 次は公募なし）

公募期間 １次公募：受付終了　２次公募：６月予定　３次公募：９月予定　４次公募：１２月予定

※【Ｂ類型】については２次より公募が予定されています。

【Ｃ類型】については令和２年度補正予算が成立した場合、公募される予定です。

【各公募で内容が変更になる可能性があります。詳細については都度、商工会にお問い合わせください。】

対象経費
機械装置費／広報費／展示会等出展費／旅費／開発費／資料購入費／雑役務費／借料／専門家謝金
専門家旅費／設備処分費／委託費／外注費

補助率等 2/3 以内　　補助上限：50 万円（一部要件を満たす場合は 100 万円まで引上げ）

公募期間

第 1 回：受付終了　　第 2 回：2020 年 6 月 5 日　　第 3 回：2020 年 10 月 2 日
第 4 回：2021 年 2 月 5 日　　第 5 回～第 10 回：2021 年 6 月初旬頃～ 2023 年 2 月初旬頃
※ 申請の受付は通年で行っております。上記のとおり約４か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審

査・採択を行います。

※令和2年度補正予算が成立し、一定要件を満たした場合、補助上限100万円まで引上げされます。

　申込にあたり、商工会で書類確認が必要です。申請はスケジュールに余裕を持って商工会にご相談ください。
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
　中小企業・小規模事業者等が今後直面する制度変更（働き方改革や賃上げ、インボイス導入等）に対応するた

めに取り組む、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するもの

です。

対象経費
機械装置・システム構築費／技術導入費／専門家経費／運搬費／クラウドサービス利用費／
原材料費／外注費／知的財産権等関連経費

補助率等
補 助 率：中小企業者１／２　小規模企業者・小規模事業者２／３
補助金額：１００万円～１，０００万円（５０万円以上の設備投資が必要です）

補助要件
以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額　＋３％以上／年　　・給与支給総額　＋１．５％以上／年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋３０円

募集期間

令和２年４月２０日（月）～５月２０日（水）１７時（２次締切）
公募予定：８月（３次）、１１月（４次）、令和３年２月（５次）に締切を設け、それまでに申請のあった分
を審査し、随時、採択発表を行う予定です。各締切で不採択であった方は、次の公募に再度ご応募いた
だくことが可能です。

※�２次公募は「一般型」のみです。「グローバル展開型」や「ビジネスモデル構築型」は、後日、公募が開始さ

れる予定です（４月 17 日時点）。なお、同一法人・事業者での応募は１申請に限ります。

令和2年度補正予算が成立し、一定要件を満たした場合、中小企業者の補助率は2/3に引上げされます。

【各公募で内容が変更となる場合があります。詳細は都度お近くの商工会にお問い合わせください。】

事業承継補助金
　事業承継やM&Aをきっかけとして取り組む経営革新等を支援します。経営者の交代後に経営革新等を行う場

合【Ⅰ型】や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合【Ⅱ型】に、取り組みに要する経費の一部を

補助します（2017 年 4 月〜 2020 年 12 月の間に事業承継を完了する必要があります）。

※�経営革新等を伴わない取組は対象となりません。

　�ベンチャー型事業承継枠、生産性向上枠の要件については公募要領をご確認下さい。

　�「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要になり、取得に2〜3週間かかります�(参考)�https://gbiz-id.go.jp/

  【Ⅰ型】後継者承継支援型 【II 型】事業再編・事業統合支援型

対象となる
承継 ・親族内承継　　・外部人材招聘など

・合併　・会社分割　・事業譲渡
・株式譲渡　・株式交換 / 株式移転　など

対象となる
取り組み※1

経営者の交代、もしくは事業再編 ･ 統廃合を契機として取り組む、経営革新または事業転換
・新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、事業転換による新分野への進出
・その他、販路拡大や新市場開拓、生産性向上など、事業の活性化につながる取り組み

対象経費
【事業費】人件費／店舗等借入費／設備費／原材料費／知的財産権等関連経費／謝金／旅費／
　　　　マーケティング調査費／広報費／会場借料費／外注費／委託費

【廃業費】廃業登記費／在庫処分費／解体・処分費／原状回復費／移転・移設費用 ( Ⅱ型のみ )

補助率等

・補助率：1/2 以内　補助上限額：225 万円
[ ベンチャー型事業承継枠・生産性向上枠 ] ※
・補助率：2/3 以内　補助上限額：300 万円

・補助率：1/2 以内　補助上限額：450 万円
[ ベンチャー型事業承継枠・生産性向上枠 ] ※
・補助率：2/3 以内　補助上限額：600 万円

事業転換に伴う【廃業費】がかかる場合は、補助上限額が 2 倍に上乗せされます

募集期間 ４月１０日（金）～５月２９日（金）　　７月交付決定予定

申請方法 インターネットによる電子申請のみ　※
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「商工会の組織等に関する法律」６０周年を迎え
更なる伴走型支援を徹底

～令和２年度福井県商工会連合会事業計画～

　商工会地域における事業者を取り巻く経営環境は依然として厳しく、働き方改革への対応や災害発生後の逸早い事業継

続対策など様々な経営課題に直面しています。

　このような状況の中、本年は「商工会の組織等に関する法律」が施行されて６０周年の節目の年となります。商工会の果

たす役割は従来にも増して大きくなっており、国や県の小規模企業施策を有効活用し、組織一丸となってこれまで以上に事

業者の経営支援や地域経済の振興に伴走型で支援を行っていきます。

◎主要事業（※ は新規事業）
Ⅰ．第二次商工会中期行動計画の推進
　第二次中期行動計画の推進３年目にあたり、項目別スケジュールの取り組みを着実なものとするとともに、経営環境の

変化するスピードが速い中、事業者のニーズの多様化・高度化に対応するため、高度支援プロジェクトチームを中心に商

工会と県連合会が密に連携しながら、組織的に対応する。

・伴走型支援の実践　　　��・会員増強、組織率向上の推進　� ・県連合会ビルの在り方検討

・有料化業務の検討　　 ・県連合会会費の見直し

Ⅱ．小規模企業応援事業の展開
　事業者の持続的発展を支援するため、国や県の施策を活用し、人手不足対策、働き方改革への対応、金融支援、近年頻

発する大規模災害など不足の事態に対し、事業継続の視点から対応策をまとめる事業継続計画の策定支援など、様々な経

営課題に対し事業者に寄り添いながら、経営力の強化に向けた取り組みを実施する。

・事業承継プロジェクトによる事業承継マッチング巡回強化�� ・経営の強靭化に向けた支援

Ⅲ．広域・専門・経営安定相談事業の展開
　事業者の支援ニーズが多様化する中、生産性向上や販路開拓といった持続的経営に向けた課題や、より高度で専門的な

経営課題等に対し、それぞれの事業者が必要としている専門家をコーディネートし専門的かつ実践的な相談に対して適切

な指導・助言を行うことで、会員企業等の抱える経営課題の解決やスキルアップを図る。

・専門経営指導員による現地巡回指導　　　　　　　����������� ・専門家派遣事業（窓口相談事業）実施

Ⅳ．情報化支援事業の実施
　県連合会ホストコンピューターを管理・運営し、ネット de 記帳を活用した財務改善の支援やグーペを活用した情報発信

など、ＩＴを活用した経営支援を推進する。

・補助金電子申請システム（J-Grants）操作支援　　 ・経営発達支援計画の実績管理システムの導入

・グーペを活用した情報発信支援　　　　　　　　　 ・SNSを活用した情報発信の双方向性への取り組み

Ⅴ．地域経済活性化の推進
　北陸新幹線の敦賀延伸が３年後に迫り、これまで以上に地域資源を活かした商品開発や販路開拓など、地域の魅力を掘

り起こし、外から地域内への資金やインバウンドなど人の呼び込み、資金の循環を活性化させる「儲かる地域づくり」を

推進・支援する。

・インバウンド需要取り込み支援　　・働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）を活用した販路開拓支援

・小規模事業者持続化補助金の推進

Ⅵ．若手後継者等育成事業の推進
　次代の地域経済を担う若手経営者・後継者および商工業に携わる女性としての資質を向上させる研修や異業種交流によ

る人的ネットワークづくり等を通して、個々の経営力向上に対する事業を実施する。

・グーグル社「Ｇ�Suite」活用の検討　　・異業種交流事業の実施　　・経営革新事業の実施

Ⅶ．資質向上対策事業の強化
　今まで以上に商工会職員の研修・自己研鑽等を通して支援能力の向上を図り、商工会の支援機能を強化する。

・商工会法６０周年記念商工会役員セミナーの開催　　　　�� ・管理職向けセミナーの開催

支
援
制
度
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新型コロナウイルス対策マル経融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付

　商工会の経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行うもので

あり、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するために特例措

置された融資制度です。特別利子補給制度の対象融資制度で、一定の要件を満たす事業者は実質無利子となりま

す。詳しくは下部の【特別利子補給制度】をご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、資金繰りに窮している事業者への支援として日本政策金融公庫が

融資する特例措置された借入制度です。特別利子補給制度の対象融資制度で、一定の要件を満たす事業者は実質

無利子となります。詳しくは下部の【特別利子補給制度】をご覧ください。

対  象  者 最近１か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して５％以上減少している小規模事業者の方

金　　額 １，０００万円以内

借入期間 運転資金７年以内（据置期間３年以内）、設備資金１０年以内（据置期間４年以内）

金　　利
通常の金利から０．９％引下げ（借入から３年間）
１．２１％ ( 令和２年４月１日現在 )―０．９％＝０．３１％

対  象  者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のうち、①または②に該当する方
①最近１か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して５％以上減少した方
②創業間もない事業者や店舗増加・合併等で前年 ( 前々年 ) 同期と比較できない方は、
　最近１か月の売上高が、下記のいずれかと比較して５％以上減少している方
　・過去３か月の平均売上高　　　・令和元年１２月の売上高
　・令和元年１０月～１２月の売上高平均額

金　　額 法人３億円、個人６，０００万円

借入期間 運転資金１５年以内（据置期間５年以内）、設備資金２０年以内（据置期間４年以内）

金　　利
通常の金利から０．９％引下げ（借入から３年間）
法人：１．１１％（令和２年４月１日現在）－０．９％＝０．２１％
個人：１．３６％（　　　　〃　　　　　）－０．９％＝０．４６％

新型コロナウイルス関連支援制度のご案内

【特別利子補給制度】

　「新型コロナウイルス対策マル経（令和２年度補正予算が成立した場合）」「新型コロナウイルス感染症特

別貸付」により借入を行った事業者のうち、売上高が急減した方に対して、利子補給を実施する制度です。

　＜適用対象＞　①小規模事業者（個人）：要件なし　　　②小規模事業者（法人）：売上高▲１５％減少

　　　　　　　　③中小企業者：売上高▲２０％減少

　＜利子補給＞　期間：借入後３年間

詳細についてはお近くの商工会にお問い合わせください。

支
援
制
度
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新型コロナウイルス関連支援制度のご案内
小売・サービス業者等による事業強化緊急支援補助金
　新型コロナウイルス感染拡大によって、県内の小売・サービス事業者にも売上の減少などの大きな影響が出てい

ます。こうした県内事業者の方が実施する、現在の厳しい状況を乗り越えるための販売促進などの取組みを支援し

ます。

雇用調整助成金の特例措置について

【お問い合わせ先】詳細については、厚生労働省ホームページをご確認いただくか、

　　　　　　　　　福井労働局またはハローワーク福井にお問い合わせください。

雇用調整助

成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練

又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）で、売上高等の生産性指標が提出のあった月

の前月と前年同月と比べて、１か月５％以上低下している方。

助成内容

助成率：大企業 2/3、中小企業 4/5（解雇等を行わない場合は大企業 3/4、中小企業 9/10）

支給限度日数：1 年間で 100 日（4 月 1 日～ 6 月 30 日は含まず）

対象者：雇用保険被保険者および被保険者でない労働者も対象

支援の

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少している、県内の小売業・飲食業・宿泊業・旅行業・

サービス業などを営む中小・小規模事業者や個人事業者の方、またはそれらの方で構成される団体

支援の内容

■補助金の対象となる取組み
①厳しい状況を乗り越えるための取組み

　（例）ネット販売や移動販売などのシステム構築、web 広告やチラシの作成

②回復期を見据えた取組み

　（例）キャッシュレスの導入、インバウンド対策、新商品開発、イベントの企画

■補助率
経費の３／４（上限額３０万円）

※受付期間：令和２年５月中旬～５月末（予定）

手続きの

方法

現在、手続き方法や申請書様式を策定中の為、しばらくお待ちください。確定次第、県産業政策課の

ホームページに掲載されます。

【お問い合わせ先】詳細については、福井県産業政策課�商業・サービス業グループにお問い合わせください。
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２．（１）事業継続力強化計画認定制度とは

制度の概要

制度利用のポイント

国
（経済産業大臣）

申請 認定

事業継続力強化計画

中小企業者等
中小企業・小規模事業者

 低利融資、信用保証枠の拡大等の金融

支援

 防災・減災設備に対する税制措置

 認定事業者に対する補助金における優

先採択

本制度を踏まえ、取組が期待される
中小企業を取り巻く関係者

 商工団体
 サプライチェーンの親事業者
 金融機関
 損害保険会社
 地方自治体 等

支援措置

協力

【ポイント１】防災・減災対策として必要な取組を計画として盛り込むものです。
①企業の概要（連携型の場合は連携企業の概要）、②自然災害が事業活動に与える
影響の認識（被害想定等）、③初動対応の内容、④事前対策の内容、⑤事前対策の
実効性の確保に向けた取組などを申請書に記入することにより、認定を受けること
ができます。

【ポイント２】計画認定後には、計画実行を支援する以下の施策の活用が可能です。
○税制優遇…認定計画に従って取得した一定の設備等について、取得価額の２０％

の特別償却を受けることができます（詳細はP65,66を参照）。
○金融支援…日本政策金融公庫の低利融資、信用保証の別枠など、計画の取組に関

する資金調達について支援を受けることができます（詳細はP63,64
を参照）。

○予算支援…計画認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部の補助金にお
いて審査の際に、加点を受けられます。

「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災
対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、支援措置（例
えば設備投資への税制優遇など）を受けるために、将来的に行う災害対策などを記載
するものです。認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制優遇、低利融
資、補助金の優先採択等を受けることができます。

計画に記載する取組は、例えば、災害時における従業員の避難・被害状況把握、災
害時における社内体制の設定などの初動対策に加え、人員、設備、資金繰り、情報保
全などで必要な対策の検討、従業員への訓練や計画の見直し等の実効性の確保などを
計画に盛り込むこととなります。

持続化給付金について
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、�

再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

※�上記の算出方法により、法人は２００万円以内、個人事業者等は１００万円以内で

支給されます。

※�持続化給付金は令和２年度補正予算の成立を前提としているため、内容が今後変更

等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、経済産業省ホーム

ページ（https://www.meti .go. jp/）をご確認ください。

給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、
その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が
前年同月比で５０％以上減少している方。

給　付　額 前年の総売上（事業収入）－（前年同月比　５０％月の売上×１２ケ月）

県内全ての商工会が事業継続力強化支援計画の認定を受けました
　小規模事業者の事業継続力強化の取り組みを商工会が市町と共同で策定し、災害リスクに対する意識啓発を強化

するとともに、防災・減災対策の取り組みを支援する「事業継続力強化支援計画」を県内全ての商工会が策定し、

県の認定を受けました。この事業継続力強化支援計画に基づき、商工会は各事業所の「事業継続力強化計画」の策

定を積極的に支援していきます。

事業継続力強化計画とは
　事業継続力強化計画とは、中小企業が自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し、事業活動の

継続に向けた取組を計画するものです。

事業継続力強化計画認定制度の概要
　事業継続力強化計画を策定し、経済産業大臣から計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は下図のように、

防災・減災設備に対する税制優遇、低利融資、補助金（ものづくり補助金等）の審査上の加点等の支援を受けるこ

とができます。

持続化給付金
に関するお知らせ

持続化給付金とは？
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上げ×12ヶ月）
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50％以上減少している者。

資本金10億円以上の大企業を除き、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者を広く対象とします。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉
法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

裏面でよくあるお問合せにお答えします。

相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183（平日・休日9:00～17:00）
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　全国商工会連合会が運営する

「福祉共済制度」。傷害プランは、

職種・年齢・性別問わず、月額

2,000円からの掛金で充実補償。

さらに、医療特約（月額1,000円）

を追加すれば、病気での入院も

補償します。

　仕事中はもちろん、交通事故

や家庭内でのケガ・病気など幅

広く対応しており、商工会会員と

その従業員、商工会役職員（す

べてご家族含む）が対象です。

福
祉
共
済
の
プ
ラ
ン
一
覧  

 

（
　
）内
は
毎
月
の
掛
金
額

＋

＋

「がん」の補償
満６歳〜74歳※2

トータル
「がん」補償

シンプル
「がん」補償

がん・けが・
疾病による
入院、手術等を
補償します

がんによる
入院、手術等を
補償します

トータル
「がん」補償
（3,000円）

シンプル
「がん」補償
（3,000円）

シニアトータル
「がん」補償
（6,000円）

シニアシンプル
「がん」補償
（6,000円）

「病気」の補償
満６歳〜74歳※2

疾病による入院、
手術等を補償します※

医療特約
（＋1,000円）

シニア医療特約
（＋1,000円）

「けが」の補償
満６歳〜80歳※1

けがによる死亡・後遺障害、
入院、手術、通院を補償します

傷害プラン
2,000円コース

他人に対して法律上の
損害賠償責任を

負った場合に補償します

傷害プラン
3,000円コース

傷害プラン
4,000円コース

傷害ライトプラン 1,000円

シニア傷害プラン
2,000円

「個人賠償」
の補償

あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償の

全国商工会会員福祉共済制度

※「病気」の補償は「けが」の補償に加入されている方のみがお申込みいただけます

※ 1.  継続加入は満 85 歳まで　　※ 2.  継続加入は満 80 歳まで

お問い合わせ・お申し込みはお近くの商工会へ

けが・病気・がんに
しっかり備える

「けが」の
補 償
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に
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トータル
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し
ま
すシンプル

「がん」補償

　期間内に商工貯蓄共済借入を利用する優遇対象者の方へ、通常の融資利率から０．２％の引下げを行う融資金利

の優遇制度を実施します。

商工貯蓄共済融資金利優遇制度

優 遇 対 象 者

①範囲内貸付の事業資金を利用する方
②過去の借入において、返済金に遅滞のない方
   （一括返済における利息支払いを含む）
③モデルを加入していて満期までに１年以上ある方
④直近１年間の商工貯蓄共済の掛金に遅滞のない方

優 遇 期 間

令和２年４月１日～令和４年３月３１日

※�キャンペーン期間内実行分については期間後も優遇金利が

適用されます。
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中小企業景況調査� （令和２年１月～３月期）

　対象企業数　県内13商工会地区165企業　　　　回答企業数　164企業（回答率99.4％）

●業界全体の業況
　業界全体の業況については、前期（令和元年１０〜１２月期）▲21.2、今期は▲22.2とわずかに悪化。

来期（令和２年４〜６月期）は▲23.5(前期差1.3ポイント)となり、わずかに悪化となる見通し。

●景気動向天気図（前年同期比）　　　　　　　　　　   ●業種別の業況・経営上の問題点　

※ DI 値（ディフュージョン・インデックス、景気動向指数）
　増加 (上昇・好転 )企業の割合から減少 (低下・悪化 )企業の割合を差し引
いた値を示すもの。仕入れ単価はプラスになるほど悪化となります。

項目
業種 売上額 仕入単価 採　算 資金繰り 従業員数 業　況

全　体

D Ｉ値 ▲ 40.3 28.6 ▲ 37.2 ▲ 21.1 ▲ 5.9 ▲ 35.2

製造業

D Ｉ値 ▲ 42.1 33.3 ▲ 36.8 ▲ 15.8 ▲ 5.6 ▲ 28.9

建設業

D Ｉ値 ▲ 21.8 17.4 ▲ 26.1 ▲ 13.1 ▲ 8.7 ▲ 26.1

小売業

D Ｉ値 ▲ 47.0 22.0 ▲ 39.2 ▲ 21.6 ▲ 6.7 ▲ 38.0

サービス業

D Ｉ値 ▲ 42.3 36.6 ▲ 40.4 ▲ 28.6 ▲ 4.2 ▲ 41.1

D Ｉ値 100 ～ 15.1 15 ～ 0.1 0 ～ ー 15 ー 15.1 ～ ー 40 ー 40.1 ～ ー 100

天気図

傾　向 好転 やや好転 やや悪化 悪化 大幅に悪化

製造業 業　況：今期は悪化し、来期も悪化の見通し

経営上の

問題点

第１位：需要の停滞

第２位：製品（加工）単価の低下・上昇難

第３位：原材料価格の上昇

建設業 業　況：今期は大幅に悪化し、来期もわずかに悪化の見通し

経営上の

問題点

第１位：官公需要の停滞

第２位：従業員の確保難

第３位：材料価格の上昇

小売業 業　況：今期は悪化し、来期は改善の見通し

経営上の

問題点

第１位：大型店・中型店の進出による競争の激化

第２位：購買力の他地域への流出

第３位：消費者ニーズの変化への対応

サービス業 業　況：今期は悪化し、来期は改善の見通し

経営上の

問題点

第１位：需要の停滞

第２位：利用者ニーズの変化への対応

第３位：材料等仕入単価の上昇

会員情報（経営動向）調査� （令和２年３月末）

　県内各商工会では、全経営指導員が各地域の経営環境を把握し、商工会全体で情報の共有を図り、対策を講じる

ことを目標として、年４回「会員情報（経営動向）」調査を実施しております。その中から抜粋して一部をご紹介

させていただきます。

コロナウイルスに関する影響について
・�住宅用設備、電化製品、電子部品等に納期の遅れが生じている。売り上げ減少に伴い、期間雇用の従業員に休業を依頼する事業所

も出てきている。� （坂井地区）

・�宿泊業ではコロナの影響を受け、平日は 1日 1組限定にて対応している。また、食品製造・卸業では、給食やオードブルがゼロに

近い状態であり、新たな販路が必要。� （嶺南地区）

資金需要（運転、設備投資、借入期間）の動向、資金繰りの状況
・�新型コロナ感染症の影響で、売上が減少し、資金繰りが厳しい状況であるが、今後の収束見通しが立たず、安易に借入に頼ること

ができない。� （高志・福井地区）

・�コロナマル経の問合せが多い。特別貸付の説明をしても、公庫に何度か足を運ばなければならないため、多少の金利差であれば、

商工会のレスポンスによりコロナマル経の方が良いと言われる方が多い。� （丹南地区）

消費税増税、軽減税率等の影響
・�QRコード決済を導入したことで、想定以上にニーズがあったと感じている事業所もあるが、景気の落ち込みと併せ消費者還元事業

終了後のサービス維持について不安の声もある。� （坂井地区）

・導入当初は戸惑いもあったが、商品別の軽減税率について周知も広まりトラブルも軽減している。� （嶺南地区）

働き方改革への対応について
・現状では、小規模事業者にとっては働き方改革への対応をとれる余裕もない。� （高志・福井地区）

・�人手不足の中、年次有給休暇の取得や時間外労働の上限規制については小規模な事業所にとっても必要な取組みであり、従業員を

大切にしていくことは経営者の使命として認識しているとの声をきく。� （丹南地区）
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個人企業経済調査のお知らせ
～６月1日現在で個人企業経済調査を実施します～

国の重要な統計調査です
　個人企業経済調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法に基づく報告義務のある統計調査（基幹統計調査）

です。全国の個人企業のうち、約40,000事業所を対象に調査を実施します。

5月下旬から調査書類を郵送します
　調査対象となった事業主の方には、国が委託した民間事業者から調査票等の書類を5月下旬より順次郵送しま

す。調査票を受け取りましたらインターネット又は郵送でご回答をお願いします。

個人情報は保護されます
　個人企業経済調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されますので安心してご回答ください。

　個人企業経済調査の詳しい内容は右記ＵＲＬをご確認下さい。（https ://www.stat .go . jp）

ホームページ作成サービス「グーペ」でホームページを開設しよう！
　商工会では、ホームページを活用した会員事業者の事業PR・販路開拓を支援しています。

　商工会会員なら、一般では有料で利用されているホームページ作成サービス「グーペ」を経費ゼロで自社のホー

ムページを簡単に開設できます。是非あなたのビジネスにご活用ください。

自動車税納税のお知らせ
自動車税は６月１日（月）までに納めてください！

　パソコンやスマホを利用して、いつでも・

どこでも納めることができます。

　福井県ホームページから案内に従って手続

きをするだけです。

　金融機関の窓口の他に、お近くのコンビニ

において、現金で納めることができます。

　所有する自動車税が減免される場合があり

ますので、お問合せください。

パソコンやスマホで納付 コンビニ等で納付

身体障害者手帳等をお持ちの方福井県　クレジット納税

【問合せ先】�福井県税事務所　　0776（21）8274

� 嶺南振興局税務部　0770（56）2223
福井県　自動車税減免
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パワーみなぎる、青年部・女性部
　青年経営者・後継者が加入する青年部、事業に携わる女性が加入する女性部があります。人脈づくりとなるのは

もちろん、経営力を高める研修会や事業承継セミナーを開催したり、まちの環境美化運動や経営・ボランティア・

文化活動など実施するなどを、積極的に自らの資質向上を図り、地域の発展に努めています。

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目
的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計調査です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として
利活用されます。調査時点は２０２０年 6 月１日です。
　調査票へのご回答をお願いいたします。
　同時に実施している経済構造実態調査の対象事業所・企業等におかれましては、両調査にご

回答をお願いします。

２０２０年の工業統計調査を実施します

経済産業省・都道府県・市区町村

工業統計キャラクター・
コウちゃん

青年部活動事例 女性部活動事例

事業承継
セミナー

地域の
伝統産業に
ついての

ワークショップ

園児カレンダー
作成、贈呈

まちの
環境美化活動



ご相談はお気軽にお近くの商工会へ
坂井地区

あわら市商工会 ☎ 0776(73)0248
坂井市商工会 ☎ 0776(66)3324

高志・福井地区
永平寺町商工会 ☎ 0776(61)0456
福井東商工会 ☎ 0776(41)0206
福井北商工会 ☎ 0776(56)1610
福井西商工会 ☎ 0776(98)5555

丹南地区
越前町商工会 ☎ 0778(36)0800
越前市商工会 ☎ 0778(43)0877
池田町商工会 ☎ 0778(44)6342
南越前町商工会 ☎ 0778(47)2174

嶺南地区
わかさ東商工会 ☎ 0770(45)0222
おおい町商工会 ☎ 0770(77)0135
高浜町商工会 ☎ 0770(72)0226

福井県商工会連合会　☎ 0776(23)3624
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地域を代表する老舗

麹屋として初代が
創業した湯本味

噌は、明治３５年の創
業から１００年を超す、
地域を代表する老舗味
噌醸造会社です。
　昔ながらの手仕込み
製法で麹を発酵させる
など、１００年以上の伝統を守りながらも、常に
新しい事にチャレンジされています。

新しい味噌への挑戦

若い人にも味噌の美
味しさを伝えた

い、味噌をもっと身近
に感じて欲しいとの強
い想いから、奥様の明
子さんと新しい味噌づ
くりへのチャレンジが
始まりました。
　商工会の勧めで、補助金を活用し、多くの方に
受け入れられる様にパッケージデザインを一新し、
味噌＝和食という常識を覆す、洋食にあう「トマ
ト味噌」を考案しました。何度も失敗し試行錯誤
しながらも、お客様第一に考えた結果、新しい味
噌が完成しました。

商工会との出会い

結婚を機に、味噌作りに没頭する誉さんですが、
経営について何もわからない状況でした。県

外から来た誉さんにとって、経営論を相談できる知
人は少なく、先代の勧めもあり、商工会青年部に
加入したことが商工会との出会いでした。同年代の
後継者と経営について話をすることは誉さんにと
って、とても新鮮で、刺激的なことだったそうで
す。商工会と出会い、経営計画の策定や補助金申請、
事業承継などの支援を受け、「商工会があって本当
に助かった」と話をされていました。

伝統と変革

受け継がれた伝統を守り、素材にとことん拘っ
た味噌は県味噌醤油鑑評会で最優秀賞を受賞

する等、高い評価を得ています。しかし現状に甘ん
じることなく、県外商
談会や味噌作り体験を
行う等積極的に活動し、
常に新商品開発に取り
組んでいます。脈々と
受け継がれる伝統を守
りながら、常にチャレ
ンジを続ける湯本味噌
が地域の賑わいを創出
する力になっています。

会員事業所紹介
湯本味噌株式会社
地域の担い手！

湯本味噌株式会社
〒 910-2505 今立郡池田町水海 90-9
T E L：0778-44-6582
定休日：日曜、祝日（土曜不定休）
ＵＲＬ：http://www.yumotomiso.com

　今立郡池田町にある湯本味噌は、昔ながらの手づくりにこだわった、「食材のうまみを最大限に引き出す味噌」
を販売する味噌醸造会社です。今回は6代目にあたる金戸誉さんにお話を伺いました。

手仕込み製法で麹を発酵

デザインを変更した商品

県味噌醤油鑑評会で受賞
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